令和８年4月１日

富山市私立幼保連携型認定こども園
施設長　各位
富山市学校薬剤師会　　
会長　　勝島　恭子

ご挨拶並びに学校薬剤師活動へのご協力のお願い

平素は、学校薬剤師活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
本年度の富山市学校薬剤師会の活動予定をお知らせいたします。検査、各種保健関連の情報提供、研修受講等を通じて、学校の保健衛生と安全管理に努めてまいります。引き続き、学校薬剤師活動へのご協力をお願い申し上げます。

記

飲料水検査			年1回		4月
学校環境衛生検査		年2回		前期は5～7月、後期は10月～翌年1月
※　検査項目は各回で一部異なる
学校給食衛生検査		年1回		6～8月
プール検査			使用日の積算30日ごとに1回検査として、2回
※　1回目検査はプール開き後に実施
			　　　　※　2回目検査は1回目と近接しないよう日程調整をする
　　　　　　　　　　　　　　　　基準を踏まえ、園の状況に合わせて実施
全国学校保健調査（実施主体：公益社団法人日本薬剤師会）8月
（詳細は別紙参照）






別紙　			　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和8年4月1日
私立認定こども園環境衛生検査項目及び検査測定方法等

	検査分類
	項目
	測定方法
	毎年実施回数等

	飲料水

	水質
	一般細菌、大腸菌、鉄及びその化合物、塩化物ｲｵﾝ､ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)、有機物(全有機炭素(TOC)の量、ｐH値、味、臭気、色度、濁度、遊離残留塩素
	・給水源の遠位吐水口で学校薬剤師が採水、遊離残留塩素濃度測定。水は検査センターにて分析
・給水源の近位吐水口で学校薬剤師が遊離残留塩素濃度測定と官能試験
	1回（４月）
結果は後日報告
異常時は臨時検査
（水質検査料は別紙）

	
	施設設備
	給水源の種類、維持管理状況、貯水槽等の清潔状態
	現地で目視、学校（園）職員からの聞き取り等により検査
	

	教室等の環境
	換気及び保温等
	換気（CO2濃度）、温度、相対湿度
	CO2モニター計にて測定
	2回
（前期：５～7月）
（後期：10～1月）
結果は後日報告

	
	
	浮遊粉じん
	デジタル粉塵計にて測定
	

	
	
	気流
	デジタル風速計にて測定
	

	
	
	揮発性有機化合物
（主にホルムアルデヒド）
	吸引方式ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ測定器にて測定
	1回（前期）
（測定省略規定あり）

	
	
	ダニ又はダニアレルゲン
	ダニアレルゲン検査キットを園で購入し期間内に実施

	1回（７～９月）
学校薬剤師が後期検査で結果を聞き取り

	
	採光及び照明
	照度、眩しさ
	デジタル照度計にて測定
	2回　（前・後期）
結果は後日報告

	
	騒音
	騒音レベル、騒音環境
	普通騒音計（A特性）にて測定
	2回　（前・後期）
結果は後日報告

	学校の清潔、そ族昆虫等
	トイレ、ゴミ保管場所、廊下など、大掃除について、そ族昆虫等について
	現場目視及び担当学校職員からの聞き取り検査
	1回　（後期）
結果は後日報告

	学校の薬品等管理
	園保有の薬品、灯油・ガソリン・消毒用エタノール、農薬等について
	
	

	学校給食
	施設・設備の衛生管理、検収・保管等、調理過程、学校給食従事者の衛生・健康状態、衛生管理体制
	検査票を用い現場目視及び検査学校栄養教諭等への聞き取り
	1回（6～８月）
結果は後日報告

	水泳プール
	水質
	遊離残留塩素、ｐH値、
	プール中央の１点で採水し現地で薬剤師が遊離残留塩素濃度、ｐH値測定。
水質は検査センターにて分析
	園の状況に合わせて実施
（水質検査料は別紙）

	
	
	大腸菌、一般細菌、有機物等、濁度
	
	

	
	日常点検票と消毒用薬剤の保管保持
	現地で目視、学校職員からの聞き取り検査
	1回（6～８月）
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